
公立大学法人京都市立芸術大学
　　　理事長　赤松　玉女　殿
私たちは、
旧京都造形芸術大学が、
「京都芸術大学」と名称変更することに反対し、
裁判の結果を待つことなく「京都芸術大学」の
名称使用に踏み切ったことに、強く抗議します。
そして、本学関係者並びに芸術文化を愛する
多くの皆様方とともに京都市立芸術大学を支持
し応援することを表明します。

� � � � � 2020 年（令和 2年）４月 1日
� 【署名実施団体】

　京都市立芸術大学美術学部同窓会「象の会」　
　　　　　　　　　　会長　上村�淳之　　　副会長　望月�重延、阿部�　緑
　京都市立芸術大学音楽学部同窓会「真声会」
　　　　　　　　　　会長　登　�博美　　　副会長　山本�千壽、樋上�由紀

稲垣仲静「豹」　1917年卒業作品

2000年　音楽学部学生プラハ公演



主　旨

　私たち同窓会は、京都市立芸術大学（以下 : 本学）140年の歴史と伝統を尊重すべきも

のとして受けとめております。そして、本学の存在に誇りを持ち、日本や世界各地で活躍

している本学の卒業生や修了生、そして教員の方々に敬意を払い、本学の発展を願って活

動しています。

　ところが令和元年夏に、旧京都造形芸術大学（以下 : 旧造形大）が、令和 2年 4月から

「京都芸術大学」という名称（以下：新名称）に変更される計画だと聞きました。

これは本学の名称とほぼ同一と言ってよいほど酷似しており、本学と別の大学を指す名称

とはとても思えません。

　本学は、京都にある芸術大学として多くの市民の皆様に親しまれており、「京芸」「京都

芸大」と呼ばれることも多く、市民や関係者のなかでは「京都芸術大学」と認識されてい

る方々も少なくありません。そうした実情に照らしても、「京都芸術大学」という名称に接

した方々は、それが本学なのか旧造形大のことか識別できずに混乱が起きることは必至と

考え、令和元年 9月 2日、本学は、旧造形大を運営する学校法人瓜生山学園に対し、新名

称を使用しないように求める訴訟を大阪地方裁判所へ提訴しました。

　しかし旧造形大は、この訴訟判決がまだ出ていないにも関わらず、本年 4月１日から新

名称を公然と使用し始めました。この旧造形大の一方的な名称変更に私たちは、失望と強

い危機感を覚えます。

　本学の名称は、在校生・卒業生、その保護者や芸術文化を愛する多くの皆様方に育てて

いただいた貴重な財産だと考えます。それは、旧造形大の在校生・卒業生などの皆様方に

おいても同じだろうと思います。私たちは、それぞれの大学（母校）に対する誇りや愛着、

思い入れを大切にしたいとの思いから、旧造形大が一方的かつ公然と新名称を使用するこ

とに反対し、阻止するため頑張っている京都市立芸術大学を、市民の皆様方とともに支持

し応援するものです。

✂



旧京都造形芸術大学が、「京都芸術大学」の名称を使用することに反対する署名

名　　前 住　　所

署名実施団体事務局（署名簿返送先）
　610-1197　京都市西京区大枝沓掛町 13－ 6　京都市立芸術大学内
　「京都芸術大学」の名称を守る会
　　　　電話 FAX　075-334-2218　携帯 090-7353-6999
　　　　メール　meisho@kyogei-ob.jp

※�　この署名簿は、公立大学法人京都市立芸術大学へ提出する以外の目的で使用
することはありません。
※�　公立大学法人京都市立芸術大学が、旧造形大名称変更阻止のための訴訟資料と
して裁判所に提出することについては異存ありません。
※�　個人情報の取り扱いは、その重要性を認識し適性に管理します。
※�　既に同趣旨の署名簿（有志の会の方々による署名）に署名いただいた方の署名
は、この署名簿と同じものとして扱いますので、重複署名の必要はありません。
また、Web上でも同じ署名活動を行っておりますが、どちらで署名いただいて
も有効です。

✂



https://pro.form-mailer.jp/fms/13130a45186996

● 署名をお願いするにあたって
署名は、京都市立芸術大学理事長：赤松玉女　様に提出します。集約された署名の活用については
大学にお任せしますので、訴訟資料として裁判所へ提出される場合もあることをご承知ください。

署名者は、趣旨に賛同いただける方であれば、いかなる制限もありません。

本学同窓生はもとより、その周りの家族、友人、知人などに広範囲に呼びかけをお願いし、できるだけ
多くの署名を集めることでこの問題への関心を広げたいと願っています。もちろん少人数であっても
かまいません。

美術学部同窓生の有志で先行実施された反対署名（Web 含む）で既に署名された方は、重複署名の
必要はありませんが、引き続き、それ以外の方々への呼びかけをお願いします。

美術学部同窓生有志による署名簿（Web含む）は、この同窓会署名簿と併せて一つにまとめ大学へ提
出します。

署名活動は、大阪地裁の判決が出るまでを第一次と考えています。その後の対応は、裁判の状況で継続
することも十分考えられます。

署名用紙が不足する場合、署名簿部分をコピーして使っていただくか、同窓会事務局へ必要数請求
くだされば郵送します。また、両同窓会のホームページからもコピーできますのでご利用ください。

署名の終わった署名簿は、恐縮ですが返送先へ送料発送者負担で返送くださいますようよろしくお願い
します。

【他団体などに署名をお願いした場合】
他団体への協力依頼は、同窓生が直接行ってください。
お願いした署名の回収は、署名を依頼した同窓生が責任を持って行ってください。
団体などが直接に署名簿返送先へ送ることも可能です。その送料は発送者でご負担ください。

【展覧会場や演奏会場などで署名をお願いした場合】
展覧会や演奏会場での署名活動は、主催者の許可を得た上で行ってください。
署名の回収は、依頼した同窓生が責任を持って行ってください。

署名簿返送先（同窓会事務局内）
　610-1197　京都市西京区大枝沓掛町 13－ 6　京都市立芸術大学内
　　　　　　　「京都芸術大学」の名称を守る会
　　　　　　　電話 FAX　075-334-2218　携帯 090-7353-6999　　　　　　　　　
　　　　　　　メール　meisho@kyogei-ob.jp

● Web署名の場合
スマートフォンやパソコンを使う場合は、下記のURLまたは
右記ＱＲコードからWeb�署名ができます。

以前に同じ趣旨のWeb署名を行われた方は、重複しますので
署名の必要はありません


